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－NATO ⾸脳会議と EU 欧州理事会を終えて－ 
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 NATO ⾸脳会議が 2025 年 6 ⽉ 24 ⽇・25 ⽇
にハーグで、続いて EU 欧州理事会（⾸脳会議）
が 26 ⽇・27 ⽇にブリュッセルで開催された。 

NATO ⾸脳会議では、加盟各国の防衛費を
2035 年までに GDP ⽐ 5%まで引き上げること
で合意した。すでに 2024 年に 2%への引き上げ
に合意しており、多くの加盟国がこの⽔準に達
しているが、まだ 8 カ国が未達成である。今回
の合意では、「中核的な防衛⽀出」（上記 2%に相
当する⽀出）を 3,5%に引き上げ、「防衛関連費」
（重要インフラ整備や防衛産業の育成）に 1,5%
を当て、総額で 5%達成を⽬指すことになった。
これに対して、スペインは GDP ⽐ 2.1%（3.5%
ではなく）でも防衛⼒の基準を満たすことがで
きるとして数値⽬標に難⾊を⽰し、ベルギー、
スロバキアは現下の財政状況では達成は困難と
して柔軟な適⽤を求めていたが、最終的に⾸脳
宣⾔は全会⼀致で採択された。 

このことは、欧州諸国が⾃⼒で⼀定の防衛⼒
を強化する⽅向に⼤きくシフトすることを意味
する。その背景にロシアの現実的な脅威と⽶ト
ランプ政権からの防衛負担増に向けた圧⼒があ
ることは⾔うまでもない。欧州諸国は⼤⻄洋同
盟の堅持については⼀致しており、欧州の安全
保障体制について⽶欧間での新たな役割分担を
模索する必要に迫られている。 

他⽅、ウクライナの NATO 加盟の可能性につ
いては、ハンガリーの強い反対もあり、今回の
⾸脳宣⾔では⼀⾔も触れられず、また対ロシア
⾮難も仲介を⽬指すトランプ⼤統領への配慮か
ら除外された。 

続いて開催された EU 欧州理事会では、対ウ
クライナへの継続⽀援と対ロシア制裁第 18 弾
について、ハンガリーの反対で議⻑結論⽂書と
して採択できず、残る 26 カ国による合意⽂書に
留まった。EU からの対ウクライナ⽀援に当⾯⽀
障が⽣じることはないが、更なる協議が必要と
なった。また、ハンガリーのオルバン⾸相は、国
内での事前調査で 95％がウクライナの EU 加盟
に反対していると主張し、ウクライナの EU 加
盟交渉の第 1 クラスター開始について明確に反
対した。しかし、同調査の投票率は 30％に満た
ず、その投票⽅法にも疑念が持たれている。欧
州委員会としては、ウクライナだけでなく、モ
ルドバも含めて実質的な加盟交渉に⼊り、同時
に⻄バルカン諸国の加盟交渉も促進させたい考
えだが、夏休み以降の欧州理事会に協議は持ち
越されることになった。 

また、中東情勢について、NATO ⾸脳会議で
は⽶国のイラン空爆に対して⼀定の理解が表明
された。他⽅、EU 欧州理事会では、イスラエル
は EU との経済連携枠組である連合協定に盛り
込まれている⼈権条項に違反しているという意
⾒が複数国から出たが、最終的にはイスラエル
とパレスチナの２国家共存を⽬指した対話の継
続が強調された。この辺りに、⽶欧間および欧
州内部での微妙な温度差がある点には留意すべ
きであろう。 

いずれにせよ、変容する国際秩序下において、
欧州は「⾃⽴」を迫られている。だが、欧州域外
からの圧⼒と欧州域内における対⽴との狭間で
欧州は苦しい局⾯に⽴たされている。 
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「非請求⼈（尹

ユン
錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領）による違憲、違法
⾏為は、国⺠の信任を背反するものであり、憲法
守護の観点から受容することができない、重⼤な
違法⾏為である」。2025 年 4 ⽉ 4 ⽇、尹錫悦⼤統
領の弾劾訴追案を審判した憲法裁判所は、⼤統領
の罷免を宣告した。非常戒厳令が発布されてから、
122 ⽇目であった。⼤統領罷免が宣⾔された瞬間、
街頭では、歓声と悲鳴が同時に響き渡った。現⾏
の韓国憲政史において、これほど暗く、⻑い４か
⽉があっただろうか。  

12 ⽉ 14 ⽇に弾劾訴追案が国会で議決された後、
韓国は⼤統領弾劾をめぐって、弾劾賛成派と反対
派が激しく衝突した。独裁政権と闘った⺠主運動
陣営のみならず、⺠主主義を信頼する市⺠にとっ
て、尹錫悦⼤統領による戒厳令は明確な憲法違反
であり、違法⾏為であった。⺠主陣営の⾔論⼈ら
は、12 ⽉の非常戒厳令発布を、すでに権⼒を握る
者が、⾃らの権⼒をより拡⼤強化することを目的
とする⾃主クーデター（self-coup, coup from the 
top）であったと断罪した。弾劾賛成派である⺠
主野党は、非常戒厳令を共謀したことなどを理由
として、⼤統領代⾏を務める韓悳洙

ハ ン ド ク ス
 国務総理の弾

劾訴追案を国会通過させるなど、政治攻勢を強め
た。 

対する尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領は、憲法裁判所の審判に際
して直接弁論を⾏い、「戒厳令発布の目的は、野
党による不正選挙とスパイの実態を国⺠に啓蒙す
ることにあり、警告的性格であった」と詭弁を繰
り返した。⼤統領が所属する保守与党は、⼤統領
⽀持と弾劾反対を叫び続けた。保守与党の扇動に

答えるように、尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領を熱狂的に⽀持する
市⺠は、弾劾反対のデモを続けた。弾劾反対派は
過激化し、⼀部⽀持者は、1 ⽉ 19 ⽇⼤統領拘束令
状を発布したソウル⻄部地⽅法院（裁判所）を襲
撃した。その様⼦は、まさに、2021 年⽶国連邦議
会襲撃事件を彷彿とさせ、韓国社会は衝撃を受け
た。⽀持者２名が弾劾反対を叫び、焼⾝⾃殺した。 

尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領が宣布した非常戒厳令は、韓国の
⾃由⺠主主義を脅かす存在として野党陣営を糾弾
し、戒厳軍が発布した布告令は、国⺠による政治
活動と⾔論の⾃由を制限した。これに対して、憲
法裁判所は、罷免宣告⽂において、尹政権に対す
る野党の政治攻勢を認めつつも、政権と野党の政
治対⽴は「⺠主主義的原理に則って解消されるべ
き政治的問題」であると述べた。 

正しく、そうなのだ。いかに様々に社会が分断
されようとも、双⽅間での応酬が激化しようとも、
それらを解消する⼿段が⺠主主義的価値観を毀損
するものであってはならない。 

尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 は、内乱⾸魁（⾸謀者）罪で刑事訴追さ
れ、今後裁判が本格化する。尹

ユン
錫
ソン

悦
ヨル

 政権は、「⺠
主主義の守護者」を掲げる価値外交を展開し、⽇
韓関係を正常化し、⽇⽶韓協⼒の強化にも寄与し
てきた。しかしながら、「⺠主主義の守護者」が
韓国⺠主主義を蹂躙した罪は、あまりにも重い。 
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ではなく）でも防衛⼒の基準を満たすことがで
きるとして数値⽬標に難⾊を⽰し、ベルギー、
スロバキアは現下の財政状況では達成は困難と
して柔軟な適⽤を求めていたが、最終的に⾸脳
宣⾔は全会⼀致で採択された。 
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盟の堅持については⼀致しており、欧州の安全
保障体制について⽶欧間での新たな役割分担を
模索する必要に迫られている。 
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⾸脳宣⾔では⼀⾔も触れられず、また対ロシア
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ら除外された。 

続いて開催された EU 欧州理事会では、対ウ
クライナへの継続⽀援と対ロシア制裁第 18 弾
について、ハンガリーの反対で議⻑結論⽂書と
して採択できず、残る 26 カ国による合意⽂書に
留まった。EU からの対ウクライナ⽀援に当⾯⽀
障が⽣じることはないが、更なる協議が必要と
なった。また、ハンガリーのオルバン⾸相は、国
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会襲撃事件を彷彿とさせ、韓国社会は衝撃を受け
た。⽀持者２名が弾劾反対を叫び、焼⾝⾃殺した。 

尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領が宣布した非常戒厳令は、韓国の
⾃由⺠主主義を脅かす存在として野党陣営を糾弾
し、戒厳軍が発布した布告令は、国⺠による政治
活動と⾔論の⾃由を制限した。これに対して、憲
法裁判所は、罷免宣告⽂において、尹政権に対す
る野党の政治攻勢を認めつつも、政権と野党の政
治対⽴は「⺠主主義的原理に則って解消されるべ
き政治的問題」であると述べた。 

正しく、そうなのだ。いかに様々に社会が分断
されようとも、双⽅間での応酬が激化しようとも、
それらを解消する⼿段が⺠主主義的価値観を毀損
するものであってはならない。 

尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 は、内乱⾸魁（⾸謀者）罪で刑事訴追さ
れ、今後裁判が本格化する。尹

ユン
錫
ソン

悦
ヨル

 政権は、「⺠
主主義の守護者」を掲げる価値外交を展開し、⽇
韓関係を正常化し、⽇⽶韓協⼒の強化にも寄与し
てきた。しかしながら、「⺠主主義の守護者」が
韓国⺠主主義を蹂躙した罪は、あまりにも重い。 
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 NATO ⾸脳会議が 2025 年 6 ⽉ 24 ⽇・25 ⽇
にハーグで、続いて EU 欧州理事会（⾸脳会議）
が 26 ⽇・27 ⽇にブリュッセルで開催された。 

NATO ⾸脳会議では、加盟各国の防衛費を
2035 年までに GDP ⽐ 5%まで引き上げること
で合意した。すでに 2024 年に 2%への引き上げ
に合意しており、多くの加盟国がこの⽔準に達
しているが、まだ 8 カ国が未達成である。今回
の合意では、「中核的な防衛⽀出」（上記 2%に相
当する⽀出）を 3,5%に引き上げ、「防衛関連費」
（重要インフラ整備や防衛産業の育成）に 1,5%
を当て、総額で 5%達成を⽬指すことになった。
これに対して、スペインは GDP ⽐ 2.1%（3.5%
ではなく）でも防衛⼒の基準を満たすことがで
きるとして数値⽬標に難⾊を⽰し、ベルギー、
スロバキアは現下の財政状況では達成は困難と
して柔軟な適⽤を求めていたが、最終的に⾸脳
宣⾔は全会⼀致で採択された。 

このことは、欧州諸国が⾃⼒で⼀定の防衛⼒
を強化する⽅向に⼤きくシフトすることを意味
する。その背景にロシアの現実的な脅威と⽶ト
ランプ政権からの防衛負担増に向けた圧⼒があ
ることは⾔うまでもない。欧州諸国は⼤⻄洋同
盟の堅持については⼀致しており、欧州の安全
保障体制について⽶欧間での新たな役割分担を
模索する必要に迫られている。 

他⽅、ウクライナの NATO 加盟の可能性につ
いては、ハンガリーの強い反対もあり、今回の
⾸脳宣⾔では⼀⾔も触れられず、また対ロシア
⾮難も仲介を⽬指すトランプ⼤統領への配慮か
ら除外された。 

続いて開催された EU 欧州理事会では、対ウ
クライナへの継続⽀援と対ロシア制裁第 18 弾
について、ハンガリーの反対で議⻑結論⽂書と
して採択できず、残る 26 カ国による合意⽂書に
留まった。EU からの対ウクライナ⽀援に当⾯⽀
障が⽣じることはないが、更なる協議が必要と
なった。また、ハンガリーのオルバン⾸相は、国
内での事前調査で 95％がウクライナの EU 加盟
に反対していると主張し、ウクライナの EU 加
盟交渉の第 1 クラスター開始について明確に反
対した。しかし、同調査の投票率は 30％に満た
ず、その投票⽅法にも疑念が持たれている。欧
州委員会としては、ウクライナだけでなく、モ
ルドバも含めて実質的な加盟交渉に⼊り、同時
に⻄バルカン諸国の加盟交渉も促進させたい考
えだが、夏休み以降の欧州理事会に協議は持ち
越されることになった。 

また、中東情勢について、NATO ⾸脳会議で
は⽶国のイラン空爆に対して⼀定の理解が表明
された。他⽅、EU 欧州理事会では、イスラエル
は EU との経済連携枠組である連合協定に盛り
込まれている⼈権条項に違反しているという意
⾒が複数国から出たが、最終的にはイスラエル
とパレスチナの２国家共存を⽬指した対話の継
続が強調された。この辺りに、⽶欧間および欧
州内部での微妙な温度差がある点には留意すべ
きであろう。 

いずれにせよ、変容する国際秩序下において、
欧州は「⾃⽴」を迫られている。だが、欧州域外
からの圧⼒と欧州域内における対⽴との狭間で
欧州は苦しい局⾯に⽴たされている。 

きるとして数値目標に難色を示し、ベルギー、
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にハーグで、続いて EU 欧州理事会（首脳会議）
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を当て、総額で 5% 達成を目指すことになった。
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